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スポーツ安全保険のご説明
■

■■

可
　
①

スポーツ安全保険とは

被保険者の所属する唯亜闘塾里正Jにおける団
体活動中の事故を補償します。

日時口場所口内容等を定めた活動計画に基づいて行
う活動で、 (予め計画をされた活動であること)

団体の指導監督者の指揮、監督及び指導下で行わ
れる (統率された活動であること)

団体活動が補償されます。
(団体での活動であること)

② 団体活動への通常の経路往復中を補償します。
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28 JMRC四 国が取りまとめて

保険加入する場合の補償範囲

ABCレ ーシングクラブの団

体活動を補償します。

XXXク ラブの団体活動を

補償します。

」MRC四 国の団体活動を

補償します。

ABCレ ーシングクラブ員の補償範囲

。ABCで の練習走行会

・ABCが 開催する競技大会への出場

・ABCの メンバーで各種競技会に団体で出場又は観戦

・ABCで の親睦会(温泉旅行等)
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ABCレ ーシングクラブ員の補償範囲外

・ショップ主催の走行会に個人的に参加

・他のクラブが主催する大会に個人でエントリーし出場

例外
・」MRC四 国を通しスポーツ安全保険に加入をしているA

BCの クラブ員が、同様に」MRC四 国を通しスポーツ安

全保険に加入を行つているXXXレ ーシングクラブの主

催する大会に出場する場合は補償の対象となります。

・ABCの クラブ員が、ABCの 代表として、(社)日本自動車

連盟の公認競技会に参加する場合には補償の対象とな

ります。



自己の所属するク
ラブ員全員で参加

自己の所属するク
ラブの代表として
参加

個人的な参加

自己の所属するクラブ以外が開催する競技会、走行会、イベントの補償範囲

〇

〇
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．
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○

○

○

○

3ロスポーッ安全保険の補償内容

傷害保険
激

亡

で偶然な外来の事故により被った傷害による
、後遺障害、入院、手術、通

(例)ク ラッシュをして

骨折をした。



賠償責任保険

他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことによ

りt法律上の損害賠償責任を負うことによつて被っ

た損害を補償

(1炉1)

テント設置中にメミランスを崩し、

第3者にケガをさせた。

突然死葬祭費用保険金

突然死(急性心不全、脳内出血などによる死亡)し

たことにより、親族が負担した葬祭費用を補償

(例)クラブでの走行会中に、脳内出血で死亡した。

-5-



4口加入区分

ドライメミー、ピットクル・一、
オフィシャルなど、スポーツ活動に
直接携わる方

(審判役員を含む。)

準備ltil片付けなど

※中学生以下の方は、活動内容によらず、Al区分での加入と
なります。

迎
十

送
一
方

応援！…ｉ
ｔ

ｉ一一！！一一！！締

5.補 償の対象とならない例

傷害保険

Xむちうち症などで、医学的他覚所見のないもの

賠償責任保険
X自 動車の所有、使用又は管理に起因する損害
(例)ピットレーンでクルーを操いてしまつた。

その他

X自 身の所有、使用、若しくは管理するものについて

の補償

(例)クラッシュで壊れた自身の事の補償
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